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中央エリアにおける既存施設の面積内訳

【㎡】 【㎡】 【㎡】

●公民館事務室機能 ●行政事務機能 ●老人福祉センター機能

・事務室　                      79 ・障がい者支援課事務室 76 ・娯楽室１　 40

・休憩室　                      35 ・高齢者支援課認定担当他　 79 ・娯楽室２ 40

・応接室　 21 ・高齢者支援課事業推進他 75 ・娯楽室３　 34

・印刷室　 13 ・生活支援課 180 ・ヘルストロン室 48

・会議室　 54 ・健康福祉部長室 15 ・卓球室（健康相談室） 48

●公民館貸出施設機能 ・地域包括支援センター 50 ・男子浴室　 49

・ホール                233 ・会議室１（1F） 20 ・女子浴室　 49

（上映・音楽・発表・講演・研修） ・会議室２（1F） 35 ・和室ホール　 190

・ホール控室　 33 ・会議室３（2F）　 48  （会議・上映・音楽）

・学習室１（会議） 43 ・会議室４（2F）　 35 ・準備室兼休憩室　 17

・学習室２（会議） 21 ・相談室１（1F）　 10 ・事務室　 85

・学習室３（会議）　 33 ・相談室２（1F） 10 ・玄関ホール 48

・学習室４（会議・上映） 94 ・相談室３（2F）　 12 ・ロビー1F 78

・講座室１（会議・上映） 74 ・相談室４（2F） 8 ・ロビー3F 27

・講座室２（会議・上映） 113 ・相談室５（2F）          12 ・ロビー5F 129

・工芸室（陶芸・絵画・書道） 70 ・相談室６（2F）          12 ●福祉会館ホール・貸出機能

・暗室（写真現像）　 21 ・旧臨時会議室            19 ・大ホール　（ロビー129㎡含む） 422

・図書資料室　                  10 ・厚生室１                22 （会議・上映・音楽・ﾀﾞﾝｽ）

・和室大けやき（会議）  100 ・厚生室２                10 ・大ホール準備室            18

・和室小つつじ（会議・茶道） 75 ・文書庫                  48 ・小ホール　 190

・実習室１（調理） 94 ・男子更衣室              19  （会議・上映・音楽・ﾀﾞﾝｽ）

・実習室２　 49 ・女子更衣室              15 ・第１集会室（会議）         112

・レクリエーションホール 156 ・応接室                  17 ・第２集会室（会議）          76

（ダンス・体操）        ・作業室                  20 ・第３集会室（会議）          37

・音楽室（音楽） 63 ・給湯室１（1F）           5 ・第４集会室（会議）          35

・工作室（会議・木彫・ｶﾗｵｹ） 49 ・給湯室２（2F）           6 ・第５集会室（会議）          34

・保育室　 78 ・給湯室３（2F）           2 ・談話室　　（会議）          37

・ギャラリー（展示） Ａ82＋Ｂ79   161 ○共用面積 764 ●行政事務関連機能

・視聴覚室（会議・上映・音楽） 134 （倉庫・機械・階段・廊下・トイレ） ・ひびき事務室　 48

・団体活動室　 30 計 1,624 ・ひびき交流室 48

・印刷作業室　 16 ・子育て・女性相談室          48

・売店　 12 ・職員休憩室2F 48

・市民交流ロビー１Ｆ　 130 ・湯沸室B1　 4

・ロビー２Ｆ　 34 ・湯沸室1F　 7

・給湯室Ｂ１　 6 ・湯沸室1F 4

・給湯室１Ｆ 6 ・湯沸室2F　 4

・給湯室２Ｆ　 6 ・湯沸室3F　 4

・車庫　（陶芸窯） 88 ・湯沸室4F　 4

・自転車駐車場（屋根）　　　 149 ・湯沸室4F　 4

○共用面積 1,840 ・社協事務局・ボラセン   143

（倉庫・機械・階段・廊下・トイレ） ・社協ボランティア活動室3F 28

計 4,223 ・社協生活相談支援センター 64

・権利擁護センターこだいら　 48

●他団体機能

・歯科医師会　 48

・こだいら就職情報室　 48

・デイサービスセンター活動室 190

・デイサービスセンター事務室 34

○共用面積 1,785

（倉庫・機械・階段・廊下・トイレ）

計 4,454

【健康福祉事務センター】

１，６２4㎡

【福祉会館】

４，４５４㎡

【中央公民館】

４，２２3㎡
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小川エリアにおける既存施設の面積内訳

【㎡】 【㎡】

●西部出張所機能 ●市民活動支援機能

・出張所59+応接室7 66 ・市民活動支援センターあすぴあ 170

・相談室・書庫 30 ・男女共同参画センターひらく 72

・専用ロビー 60 ●教育機能

●小川西町図書館機能 ・あゆみ教室                     354

・開架書庫                      478 ・教育相談室                     198

・閉架書庫                       45 ●福祉機能

・児童コーナー・お話室           63 ・子ども家庭支援センター 314

・事務室・休憩室・更衣室        111 ・ファミリーサポートセンター      26

●小川西町公民館機能 ・印刷室20＋更衣室女8+男8（２Ｆ） 36

・事務室・更衣室 28 ・地域生活支援センターあさやけ   120

・調理実習室（会議・調理） 49 ・障害者支援施設おだまき         120

・印刷室21+給湯室8 29 ・シルバー人材センター           247

・和室24畳（会議） 49 ●貸出施設など

・和室12畳＋板の間（会議・茶道） 45 ・多目的ホール96＋準備室16

・ホール（会議・上映・ﾀﾞﾝｽ） 112 （会議・上映・音楽・ﾀﾞﾝｽ） 112

　学習室1（会議・音楽） ・第一会議室（１Ｆ）

　学習室2（会議） （会議・上映・音楽・ﾀﾞﾝｽ） 114

・学習室3（会議） 42 ・第二会議室（２Ｆ）

・講座室 （会議）         42 （会議・上映・音楽・ﾀﾞﾝｽ） 114

・ロビー　 36 ・防災倉庫　 30

●防災備蓄庫 47 ・旧小川東小学校記念ルーム 26

○共用面積 701 ・交流コーナー  80

（倉庫・機械・階段・廊下・トイレ） ○共用面積　 1,169

計 2,033 （倉庫・機械・階段・廊下・トイレ）

計 3,302

【西部市民センター】

２，０３３㎡

【元気村おがわ東】

３，３０２㎡
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中央公民館、健康福祉事務センター及び民具庫に関する更新等について 

 

１ 背景及び位置づけ 

  平成２７年２月に「小平市公共施設白書」を発行し、同年１２月に「小平市公共施設マネジ

メント基本方針」を策定しました。白書で示した将来的な大きな３つの課題（「人口減少・少子

高齢化」、「財政バランスの悪化」、「施設の老朽化・更新時期の集中」）に対応するため、基本方

針では市制施行１００周年を迎える平成７４年度を見据え、「いつまでもわくわくする場をみ

んなで創ろう」という基本理念と４つの方針（「魅力あるサービスの実現」、「持続可能な施設

総量」、「コストの縮減と平準化」、「長く活用できる施設」）を定めました。 

また、基本方針に沿った取組の推進に向けた方策を示した「小平市公共施設マネジメント推

進計画」（平成２９年３月策定）では、すでに目標耐用年数を迎えた施設、または計画期間中に

目標耐用年数を迎える施設の更新等に向けた「基本的な検討手順」を示しています。 

この「基本的な検討手順」に沿い、中央公民館、健康福祉事務センター及び民具庫に関する

更新等の適否の判断をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小平市公共施設マネジメント推進計画 22 頁より抜粋 



18 

 

２ 対象施設の概要 

 (1) 中央公民館 

所在地 小平市小川町二丁目１３２５番地 

用途地域（建ぺい率・容積

率） 

第二種住居地域（６０％・２００％） 

土地面積 ８，２３０．５５㎡（中央図書館と合算） 

土地の所有形態 市有地 

建築年または改築年 １９６４年（昭和３９年） 

構造 鉄筋コンクリート造 

建築面積（建ぺい率） ３，８７７．３５㎡（４７．１０％）（中央図書館と合算） 

延床面積（容積率） ４，２２２．８６㎡（５１．３０％） 

階層 地上２階、地下１階 

構成（部屋名） 交流ロビー、ギャラリー、講座室、学習室、実習室等 

経過年数、目標耐用年数（到来年） ５４年経過、６０年（２０２３年） 

現行耐震基準 適合 

設置目的 

社会教育の中心的な施設として市民へ各種講座等を提供

し、市民一人ひとりが、より豊かで充実した生活を営むう

えで必要な生涯学習社会の実現に資する 

サービス内容 

各種の講座、講演会、公民館まつり、展示会等の事業を実

施するとともに、社会教育関係団体等に対する各種部屋、

備品、視聴覚機材等の貸し出しを行う 

 

 (2) 健康福祉事務センター 

所在地 小平市小川町二丁目１３３３番地 

用途地域（建ぺい率・容積

率） 

第二種住居地域（６０％・２００％） 

土地面積 ２，９２４．８１㎡ 

土地の所有形態 市有地 

建築年または改築年 １９６６年（昭和４１年） 

構造 鉄筋コンクリート造 

建築面積（建ぺい率） １，０３９．０３㎡（３５．５２％） 

延床面積（容積率） １，６２３．８８㎡（５５．５２％） 

階層 地上２階 

構成（部屋名） 事務室、会議室、介護認定審査会室、相談室等 

経過年数、目標耐用年数（到来年） ５２年経過、６０年（２０２５年） 

現行耐震基準 適合 

設置目的 

隣接する健康センター・福祉会館と一体となって、地域保

健福祉業務及び市民の健康保持・増進事業を推進するため

の実施拠点及び相談拠点として、市民福祉の向上を図るた

めに設置 

サービス内容 
高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉及び母子福祉に関する

事項、生活保護等に関する事項など 
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 (3) 民具庫 

  ① 第一民具庫 

所在地 小平市小川町二丁目１３２５番地 

用途地域（建ぺい率・容積

率） 

第二種住居地域（６０％・２００％） 

土地面積 ８，２３０．５５㎡（中央公民館・中央図書館敷地内） 

土地の所有形態 市有地 

建築年または改築年 １９７４年（昭和４９年） 

構造 軽量鉄骨造 

建築面積（建ぺい率） ８２．８１㎡（１．００％） 

延床面積（容積率） ８２．８１㎡（１．００％） 

階層 地上１階 

構成（部屋名） 民具展示収蔵庫 

経過年数、目標耐用年数（到来年） ４４年経過、４０年（２０１３年） 

現行耐震基準 不明（未調査） 

設置目的 

民具を収蔵し、見学を希望する市民に公開し、その教養及

び学術の向上に寄与することを目的とする 

※齋藤素巖の石膏原型及びブロンズ像を保管 

サービス内容 希望する者に公開を行う 

 

  ② 第二民具庫 

所在地 小平市小川町二丁目１３２５番地 

用途地域（建ぺい率・容積

率） 

第二種住居地域（６０％・２００％） 

土地面積 ８，２３０．５５㎡（中央公民館・中央図書館敷地内） 

土地の所有形態 市有地 

建築年または改築年 １９７８年（昭和５３年） 

構造 軽量鉄骨造 

建築面積（建ぺい率） １５２．１５㎡（１．８４％） 

延床面積（容積率） ３０４．２６㎡（３．６９％） 

階層 地上２階 

構成（部屋名） 民具展示収蔵庫、収納庫 

経過年数、目標耐用年数（到来年） ４０年経過、４０年（２０１７年） 

現行耐震基準 不明（未調査） 

設置目的 
民具を収蔵し、見学を希望する市民に公開し、その教養及

び学術の向上に寄与することを目的とする 

サービス内容 民具を収蔵し、公開を行う 

 

  ③ 第三民具庫 

所在地 小平市小川町二丁目１３２５番地 

用途地域（建ぺい率・容積

率） 

第二種住居地域（６０％・２００％） 

土地面積 ８，２３０．５５㎡（中央公民館・中央図書館敷地内） 

土地の所有形態 市有地 

建築年または改築年 １９７４年（昭和４９年） 

構造 軽量鉄骨造 

建築面積（建ぺい率） ６８．００㎡（０．８２％） 

延床面積（容積率） ６８．００㎡（０．８２％） 
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階層 地上１階 

構成（部屋名） 民具収蔵庫 

経過年数、目標耐用年数（到来年） ４４年経過、４０年（２０１３年） 

現行耐震基準 不明（未調査） 

設置目的 
民具を収蔵し、その教養及び学術の向上に寄与することを

目的とする 

サービス内容 民具を収蔵・保管する 

 

３ 更新等の適否の判断 

 (1) 中央公民館 

   中央公民館は、建築当初は本庁舎として、１９６４年（昭和３９年）に建築されました。

現在の本庁舎が建築された後は、中央公民館として社会教育施設の機能を活かしたサービス

を提供しています。 

   近年では、平成２９年度に耐震基準に適合させるため、耐震補強工事を実施していますが、

建築から５４年が経過し、施設の老朽化が進んでいる状況です。 

   社会教育の中心的な施設として市民へ各種学級・講座等を提供し、市民一人ひとりが、よ

り豊かで充実した生活を営むうえで必要な生涯学習社会の実現に資するために設置されて

います。中央公民館は、１１館ある公民館の中では利用率が最も高く、生涯学習の拠点とし

て、全ての公民館の中枢的な役割を担っています。 

   市全域からの市民の利用を前提とした施設で、公民館の中枢的な役割を担う機能を継続す

る必要があり、また老朽化が進んでいる状況であることから、「更新等を行う」ものとしま

す。 

 

 (2) 健康福祉事務センター 

   健康福祉事務センターは、建築当初は多摩小平保健所として、１９６６年（昭和４１年）

に東京都が建築しました。その後、東京都から小平市への移管に伴い、平成１４年度からは

健康福祉事務センターとして開所しました。建築から５１年が経過し、施設の老朽化が進ん

でいる状況です。 

   健康福祉事務センターは、隣接する健康センター・福祉会館と一体となって、地域保健福

祉業務及び市民の健康保持・増進事業を推進するための実施拠点及び相談拠点として、市民

福祉の向上を図るために設置されています。なお、東京都から移管の際に保健福祉機能とし

て１０年間利用することが取り決めの中で定められましたが、既に期間を経過し、機能に関

する制約は無くなっています。 

   行政事務を執行する施設で事務機能の継続及び事務スペースを確保する必要があり、また

老朽化が進んでいる状況であることから、「更新等を行う」ものとします。 

 

 (3) 第一民具庫、第二民具庫、第三民具庫 

   第一民具庫は、１９７４年（昭和４９年）に建築され、主に齋藤素巖の作品を収蔵してい

ます。 

第二民具庫は、建築当初は教育委員会事務局事務室として、１９７８年（昭和５３年）に

建築されました。その後、教育相談室として活用され、教育相談室が小平元気村おがわ東に



21 

 

移った２００４年（平成１６年）からは、民具庫として活用しています。 

第三民具庫は、建築当初は庁用車の車庫として、１９７４年（昭和４９年）に建築されま

した。その後、民具の収蔵場所確保の観点から、１９９８年（平成１０年）からは民具庫と

して活用しています。 

   いずれの民具庫も構造は軽量鉄骨造で目標耐用年数は４０年であり、第一民具庫及び第三

民具庫については、目標耐用年数を超え、第二民具庫も老朽化が進んでいる状況です。また、

敷地は都市計画道路用地となっています。 

   民具庫は、不特定多数の市民が利用する施設ではないこと、都市計画道路用地内であるこ

とを踏まえ、当面の間は機能を維持しつつ、必要に応じた修繕を行うことで継続して使用す

ることとし「更新等を行わない」ものとします。 

   民具の収蔵等のあり方については、これからの環境の変化を見据えながら、今後検討する

ものとします。 

 

４ 基本計画策定に向けて 

「更新等を行う」とした中央公民館及び健康福祉事務センターについては、「基本的な検討

手順」に基づき、基本計画策定方針を作成します。両施設は近隣施設であることから、建て替

えに際しては複合化していくことを検討します。また、老朽化の進む福祉会館をはじめ、その

他の施設の複合化や機能移転の可能性も合わせて検討します。 

複合化などにより、共用部分などの面積及び機能が整理され、公共施設マネジメント基本方

針で掲げた「持続可能な施設総量」等の推進が期待できます。 
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「（仮称）中央公民館及び健康福祉事務センターの更新等に関する基本計画」策定方針 

 

１ 策定の背景 

  「小平市公共施設マネジメント推進計画」（平成２９年３月策定、以下、「推進計画」という。）で

は、施設の更新等に向けた「基本的な検討手順」を示しています。中央公民館及び健康福祉事務セ

ンターについて、「基本的な検討手順」に記載する更新等の適否の判断を行った結果、「更新等を行

う」ものとしたことから、「（仮称）中央公民館及び健康福祉事務センターの更新等に関する基本計

画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 位置づけ 

  本計画は、「小平市第三次長期総合計画 基本構想」の「健全で、進化するまちをめざして」を推

進するための個別計画として位置付ける推進計画に基づき策定するものであり、関連する上位・各

個別計画と整合性を図るものとします。 

 

３ 策定体制 

 (1) 庁内体制 

  ①本計画策定の庶務は、企画政策部行政経営課において処理します。 

  ②本計画の策定に当たっては、「小平市公共施設マネジメント推進本部」において内容の検討を

行います。 

  ③必要に応じて、部会、ワーキングチームを編成し、関連業務内容の整理、集約、分析、素案作

りに必要な業務等を行います。 

 (2) 市民等による検討 

小平市公共施設マネジメント推進計画 22 頁より抜粋 
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   本計画の策定に当たっては、「公共施設マネジメント推進委員会（以下、「推進委員会」という。）」

から助言を受け策定します。 

   また、必要に応じて、地域代表者、施設利用者の代表等の「地域代表者等」との意見交換や、

民間事業者への意見聴取も行います。 

   なお、素案の段階において、市報や小平市ホームページ等により広く公表し、市民意見公募（パ

ブリックコメント）手続を行います。 

 

４ 策定上の留意事項 

 (1) 市議会への報告 

   本計画の策定に当たっては、市民意見公募（パブリックコメント）手続の実施の際など、適宜、

市議会への報告を行います。 

 (2) 情報の公開 

   本計画策定の進捗に応じて、推進委員会、市民意見公募（パブリックコメント）手続の結果等、

適宜小平市ホームページ等で情報を公開します。 

 

５ 策定スケジュール概要 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

別紙 

基本計画策定スケジュール（概要） 

 推進委員会・地域代表者等 
事務局・公共施設マネジメント 

推進本部等 

平成30年３月  本計画策定方針公表 

４月  
計画内容の協議、

素案の作成 

  本部等 

    ５月 
推進委員会  地域代表者等  

 

    ６月    

    ７月    

    ８月 推進委員会   

    ９月    

   １０月 推進委員会   

   １１月    

   １２月 推進委員会   

平成31年１月    

２月    

３月    

４月    

    ５月 推進委員会   

    ６月    

    ７月    

    ８月 
市民意見公募手続 素案公表 

 

    ９月  市民意見集約・反

映、計画案の作成 
 

   １０月  計画策定・公表  

  

適宜開催 適宜開催 
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小川駅西口地区市街地再開発事業に関する公共床等取得について 

 

１ 取得検討に際しての観点 

小川駅西口地区では、組合施行による再開発事業が進められており、市としても小川駅前周

辺地区まちづくりビジョン（平成26年2月策定）の実現に向けて積極的に再開発事業の推進を

図るための支援を行っている。 

現在の事業計画（案）では、複合施設となる施設建築物のほか、空地（オープンスペース）

や地区外商店街への回遊性を重視した貫通通路を設けるなど、小川駅周辺のにぎわいの創出を

目指したものとなっている。 

(1) まちづくりの観点 

都市計画マスタープランでは、小川駅を「鉄道駅中心拠点」として位置づけており、「一

定の拠点性を有する駅であり」、「さらなる都市機能の充実・強化」を図る場所となってい

る。 

駅西側の特徴的な資源等としては、多くの福祉施設や公共公益施設などの立地が挙げられ、

今後の拠点のあり方として、「駅西口は国や民間施設などとの連携による「福祉のまち」と

して発展するとともに、駅西口地区市街地再開発事業による都市機能の集積や交通結節機能

の充実により、にぎわいあふれる拠点」となるとしている。 

(2) 公共施設マネジメントの観点 

当該立地は駅に極めて近接することから、市民の利便性を高め、多くの人々が集い、交流

し、活動が活性化する場をつくることが期待できる。また、老朽化の進む市内公共施設の諸

機能の再配置を検討するに当たり、小川駅西口は、公共施設の集積の核のひとつとして好適

といえる。 

これらのことは、公共施設マネジメント基本方針の基本理念や４つの方針の趣旨に合致す

る。 

 

２ 取得する施設 

  １の観点を踏まえ、以下の施設を取得し、小川駅前周辺地区まちづくりビジョンを踏まえた

まちづくりを推進する。 

(1) 市民広場用地 

   再開発区域の北西側、約1,000㎡ 

(2) 公共床 

  再開発施設建築物のうち最大で1.5フロア（4・5階）、約3,450㎡ 

 

３ 公共施設整備のねらいと方向性 

(1) にぎわいの創出と利便性の向上 

市民広場及び公共床を活用した施設整備は、駅隣接の利便性及び再開発ビル（商業施設）

の集客性を最大限に活かすことができる。 

再開発事業においても、貫通通路と市民広場が連絡することで、駅及び公共施設利用者が、

再開発エリア北側の商店街にも回遊し、再開発で生み出されるにぎわいを補完して、さらな

る駅前のにぎわいが創出されることが期待できる。 

さらに、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した新たな施設整備により、駅西口

の福祉施設や公共公益施設利用者も含め、多様な世代がつどい、憩い、交流することのでき
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る場を創出し、地域活性化に寄与することが期待できる。 

また、公共床の取得により、施設建築物の高さを抑えることが可能となり、小川駅周辺の

景観に寄与することができる。 

(2) 中央公民館・健康福祉事務センター・福祉会館等と関連した検討 

公共床に整備する施設は、小川駅の近隣地域に所在する西部市民センター・小平元気村お

がわ東のほか、平成３０～３１年度に策定予定の「（仮称）中央公民館及び健康福祉事務セ

ンターの更新等に関する基本計画」の関連施設である中央公民館・健康福祉事務センター・

福祉会館なども含め、既存の公共施設の機能移転、再配置、複合化等を行う。 

これらの諸施設の整備に当たっては、行政機能の向上を図るとともに、将来的なニーズを

意識しながら、量の豊かさから質の豊かさへの転換に向けた次の世代の公共施設づくりの標

準となるよう、運用を含めた検討を行っていく。 

 

４ 取得時期 

  市民広場：平成３２年３月頃予定（権利変換計画認可後） 

 公共床 ：平成３５年３月頃予定（建物竣工時） 

 

５ 取得費用の見込み 

  約３０億円（現時点での試算による概算） 

（内訳）市民広場：約 ５億円 

公共床 ：約２５億円 

 

６ 今後の進め方 

市民広場の活用方法及び公共床に整備する機能については、地域活性化の視点を持ちつつ一

体的に検討し、公共施設マネジメント推進計画に基づき、地域代表者等との意見交換を踏まえ

て進める。 

 

 

※参考：再開発事業に関する今後のスケジュール 

平成３０年度 都市計画決定、基本設計 

平成３１年度 組合設立（事業認可）、実施設計 

平成３２年度 工事 

平成３３年度 工事 

平成３４年度 工事 

平成３５年度 供用開始 
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「（仮称）小川駅西口地区市街地再開発事業公共床等の整備基本計画」策定方針 

 

１ 策定の背景 

  小平市の北西部に位置する小川駅前周辺地区は、まちづくりがなかなか進まず、様々な課題

が存在しています。これらの課題を改善し、一層、魅力的なまちを形成していくために平成  

２６年２月に「小川駅前周辺地区まちづくりビジョン」（以下、「まちづくりビジョン」という。）

を策定しました。 

  これと並行して、小川駅西口地区市街地再開発準備組合では、再開発事業に向けて事業計画

案の検討を進めてきました。平成２９年１０月には、都市計画案、事業計画案が決定されたと

ころです。 

  一方、公共施設では、市の拠点となる立地において、駅に極めて近接することから、市民の

利便性を高め、多くの人々が集い、交流し、活動が活性化する場を作ることができることから、

魅力あるサービスが実現できます。 

  再開発事業、公共施設マネジメントの両面から、市は約1,000㎡の市民広場、再開発施設の

４階、５階を取得することとなりました。そこで、「（仮称）小川駅西口地区市街地再開発事業

公共床等の整備基本計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

２ 位置づけ 

  本計画は、「小平市第三次長期総合計画 基本構想」における、「住みやすく、希望のあるま

ち」を推進するための個別計画として位置づけるまちづくりビジョン及び「健全で、進化する

まちをめざして」を推進するための個別計画として位置づける「小平市公共施設マネジメント

推進計画」に基づき策定するものであり、関連する上位・各個別計画と整合性を図るものとし

ます。 

 

３ 策定体制 

 (1) 庁内体制 

  ①本計画策定の庶務は、企画政策部公共施設マネジメント課において処理します。 

  ②本計画の策定に当たっては、市長等で構成する「小平市公共施設マネジメント推進本部」

において検討します。 

  ③必要に応じて、部会、ワーキングチームを編成し、関連業務内容の整理、集約、分析、素

案作りに必要な業務等を行います。 

 (2) 市民参加等 

   本計画の策定に当たっては、「公共施設マネジメント推進委員会（以下、「推進委員会」と

いう。）」から助言を受け策定します。 

   また、必要に応じて、民間事業者への意見聴取や、地域住民、施設・駅利用者等へのアン

ケートなどを行います。 

   なお、素案の段階において、市報や小平市ホームページ等により広く公表し、市民意見公

募（パブリックコメント）手続を行います。 
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４ 策定上の留意事項 

 (1) 市議会への報告 

   本計画の策定に当たっては、本計画策定方針の策定、及び市民意見公募（パブリックコメ

ント）手続の実施の際など、適宜、市議会への報告を行います。 

 (2) 情報の公開 

   本計画策定の進捗に応じて、推進委員会、市民意見公募（パブリックコメント）手続の結

果等、適宜小平市ホームページ等で情報を公開します。 

 

５ 策定スケジュール概要 

  別紙のとおり 
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別紙 

基本計画策定スケジュール（概要） 

 推進委員会・地域代表者等 
事務局・公共施設マネジメント 

推進本部等 

平成30年４月   

    ５月  本計画策定方針公表 

    ６月 
推進委員会     地域代表者等 計画内容の協議 

素案の作成 

 本部等 

    ７月  
 

 

    ８月 推進委員会   

    ９月    

   １０月 推進委員会   

   １１月    

   １２月 推進委員会   

平成31年１月    

２月    

３月    

４月    

    ５月 推進委員会   

    ６月    

    ７月    

    ８月 
市民意見公募手続 素案公表 

 

    ９月  市民意見集約・反

映、計画案の作成 
 

   １０月  計画策定・公表  

 

 

適宜開催 適宜開催 




